
佐賀県と西九州'|大学との

SAGAスポー ツヒ
°

ラミッド構想の推進に関する連携協定書

佐賀県（以下「甲」という。）と西九小卜1大学（以下「乙」という。）は、 佐賀県にお

けるSAGAスポー ツヒ
゜

ラミッド構想（以下「SSP構想」という。）の推進に関し

て、 以下のとおり連携協定（以下「協定」という。）を締結する。

（目的）

第1条 本協定は、 甲と乙が、 SSP構想を連携して推進することにより、 乙の研究

基盤の強化、 知見の社会還元などを通じ、 スポ ー ツのチカラを活かした人づくり、

地域づくりを図ることを目的とする。

（連携事項）

第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

(1) 乙に所属する教職員等の知見を活かしたアスリ ー ト育成・指導者の支援に関

すること

(2) SAGAサンライズパー クにおける「アスリ ー トを育てる」機能の強化に関

すること

(3)その他、 スポー ツ医科学の研究に関すること

2 甲と乙は、 前条の目的を達成するため、 相互に情報および意見の交換に努めると

ともに、 協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むも

のとする。

3 甲と乙は、 前項において連携して取り組砂ことで合意した事項について、その具

体的な取組事項及び実施方法等に関し、 別途協議のうえ、 取り決めるものとする。

（有効期間及び解約）

第3条 本協定の有効期間は、 協定締結日から5年間とし、 期間満了の日の1か月前

までに、 甲乙のいずれからも書面による申し出が無い場合は、 更に有効期間を1年

間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。

2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、 解約予定日の1か月前

までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約できるものとする。

（協定の変更）

第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、 甲と乙が協議のうえ、 本



協定を変更し、 または解除することができるものとする。

（守秘義務）

第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た相手方の非公表情報を

第三者に開示、または漏えいしてはならない。 ただし、事前に相手方の書面による

承認を得た場合、 および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で

開示する場合は、 この限りではない。

2 甲と乙は、 理由の如何を間わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を

負うものとする。

（その他）

第6条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項について疑義等が生じ

た場合は、 甲と乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、

各自1通を保有する。

2通を作成し、 甲と乙それぞれ署名のうえ、
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